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　　　　議長　新春あいさつ

都留市議会議長　杉本　光男　
　　

【平成 27 年消防出初式にて】

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　
　
平
成
二
十
七
年
の
新
春
を
迎
え

謹
ん
で
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す

　
日
頃
よ
り
市
議
会
に
対
し
ま
し
て
、
深
い
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜

り
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
市
議
会
で
は
、
昨
年
十
二
月
の
定
例
会
に
お
い
て
、
都
留
市
議

会
議
員
政
治
倫
理
条
例
を
可
決
し
ま
し
た
。

　
今
後
は
、
私
た
ち
議
員
一
人
ひ
と
り
が
、
市
政
に
携
わ
る
権
能
と

責
務
を
よ
り
一
層
深
く
自
覚
し
、
そ
の
使
命
の
達
成
に
努
め
て
い
く

こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
新
た
に
気
が
引
き
締
ま
る

思
い
で
あ
り
ま
す
。

　
私
ど
も
市
議
会
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
夢
か
な
う
都
留
市
、
住
み

【市議会においては、正副議長、
消防委員、その他議員も多数参加】

よ
い
ま
ち
づ
く
り
の
実
現

に
あ
た
り
、
邁
進
し
て
ま

い
り
ま
す
の
で
、
今
後
と

も
皆
様
か
ら
の
ご
支
援
と

ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

　
本
年
が
、
市
民
の
皆
様

に
と
っ
て
素
晴
ら
し
い
年

に
な
り
ま
す
よ
う
心
か
ら

お
祈
り
申
し
上
げ
、
新
年

の
ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し

ま
す
。
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議決

結果

承認

可決

可決

承第4号　専決処分の承認を求める件(平

成 26 年度都留市一般会計補正予算 ( 第 3

号 ))

議第 56 号 都留市職員定数条例中改正の

件

議第 57 号 都留市職員給与条例中改正の

件

区 

分

市 

長 

提 

出

１ ２ 月 定 例 会 議 案 議 決 結 果

12
月
定
例
会
会
期
日
程

 

12
月
４
日 
本
会
議
（
開
　
会
）

　 

◎
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名

　 

◎
会
期
の
決
定

　 

◎
提
出
議
案
の
市
長
説
明

　 

　
　
　
　
並
び
に
所
信
表
明

　 

◎
議
案
審
議

　 

◎
議
案
の
委
員
会
付
託

 

12
月
11
日 

本
会
議

 

　
◎
一
般
質
問

 

12
月
15
日 

総
務
常
任
委
員
会

 
 

社
会
常
任
委
員
会

 

12
月
16
日 

経
済
建
設

 

　
　
常
任
委
員
会

 

12
月
19
日  

本
会
議

　 

◎
委
員
長
報
告

　 

◎
議
案
審
議 

　
　（
閉
　
会
）

市 長 所 信 主 要 項 目
　◆「まち・ひと・しごと創生」に向けた取り組み

　　【「都留市まち・ひと・しごと創生本部」を立ち上げ、人口減・超高齢化社会に対する諸施策を、

　　一元的、かつ効率的に推進】　

　◆行政組織・機構の見直し

　　【平成２７年４月に組織・機構の見直しを行う（３部制から４部制へ）】

　　【いきいきプラザ都留内の組織を「福祉課」、「長寿介護課」、「健康子育て課」の３課体制とし、

　　新たに「福祉保健部」として「市民・厚生部」から分離】

　　【現在の「市民・厚生部」に「地域環境課」を創設し、「市民課」及び「税務課」の３課からなる「市

　　民部」とする】

　◆農林産物直売所の建設事業

　　【基本構想、基本計画の策定中であり、平成２８年夏オープンを目指す】　

　　【今後は生産者部会、６次産業部会、商工部会等の出品者組織を構築するなど、準備を進める】

　◆公立大学法人都留文科大学第２期中期目標の策定

　　【「教員養成系の大学」としてのブランド力を基盤としながら、時代に適合した教育・研究・

　　地域貢献について一層の進展と個性化を図り、「魅力あふれる大学づくり」に取り組む】

　◆看護系大学誘致事業

　　【平成２８年４月の看護学部開設に向けて準備中であり、学生人口の拡大、地域の活性化、大

　　学による地域貢献、市内教育機関等の連携、都留市立病院との連携などを目指す】

　◆白色タオル運動

　　【玄関先等に「白色タオル」を結びつけて家族の無事を地域の人に知らせる「白色タオル運動」

　　を地域の防災訓練等でも取り入れ、地域ぐるみの防災対策の推進を図っていく】

※ 詳細につきましては、後日、市役所またはホームページにて閲覧できます。

議員名

議案等名
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同意
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議第 58 号 都留市部設置条例中改正の件

議第 59 号 都留市国民健康保険条例中改

正の件

議第 60 号 都留市福祉事務所設置条例及

び都留市母子及び寡婦福祉資金の利子補

給に関する条例中改正の件

議第 61 号 都留市消防団員等公務災害補

償条例中改正の件

議第 62 号 都留市・大月市・上野原市消

防指令事務協議会規約中変更の件

議第 63 号 指定管理者の指定の件 ( 都留

市デイサービスセンター )

議第 64 号 指定管理者の指定の件 ( 都の

杜うぐいすホール )

議第 65 号 教育委員会委員の任命につい

て同意を求める件

議第 66 号 市道の路線の認定の件

議第 67 号 公立大学法人都留文科大学の

第 2 期中期目標を定める件

議第 68 号 平成 26 年度都留市一般会計補

正予算 ( 第 4 号 )

議第 69 号 平成 26 年度都留市介護保険事

業特別会計補正予算 ( 第 2 号 )

議第 70 号 契約締結の件 ( 看護系大学誘

致事業施設等改修工事 )

議第 71 号 都留市議会の議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条例中改正の件

議第 72 号　都留市長等の給与条例中改

正の件

議第 73 号　都留市教育委員会教育長の

給与及び旅費条例中改正の件

諮問第 3 号　人権擁護委員の推薦につい

て意見を求める件

議員提出議案第 1 号　都留市議会議員政

治倫理条例制定の件

区 

分

市 

長 

提 

出

議
員
提
出

○は賛成　× は反対　※ 議長 ( 杉本光男 ) は採決に加わりません。

議員名

議案等名
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　都留市議会議員政治倫理条例を
　　　　　　全員賛成で可決しました

～市民に開かれた議会を目指して～　

　12 月定例会最終日の 12 月 19 日に、議員提案により政治倫理条例制定案が提出され、全会一

致により可決されました。

　この条例は、議会基本条例の理念を基盤として都留市議会議員の政治倫理の確立を図り、市

民に信頼される公正で民主的な市政の発展に寄与するために制定されたものです。

（詳しくは、市ホームページをご覧ください。）

目的 ・議員の政治倫理の確立
・市民に信頼される公正で民主的な市政の発展に寄与する

第 1 条

議員の責務 第 2 条

・市政に携わる権能と責務を深く自覚し、その使命の達成に努めること
・公正な職務執行を妨げるいかなる不当な要求にも屈してはならない
・政治倫理に反する疑惑が生じた場合、自らその疑惑を解明し、市民及び
  議会へ説明するとともに、その責任を明らかにすること

政治倫理基準 第 3 条

・品位と名誉の維持及び不正疑惑行為の禁止
・自らの権限又は地位を利用した人権侵害、金品授受の禁止
・国、県、市からの補助を直接受ける法人等の代表への就任禁止
・市の請負契約等に関し、特定の企業等に対する不正な取り計らいの禁止
・市の許認可等に関し、特定の者に対する有利又は不利な取り計らいの禁止
・市が取得する土地、物件等に関し、土地、物件の取得及び斡旋の禁止
・政治活動に関し、政治的又は道義的な批判を受ける寄附等の受取禁止
・市職員の公正な職務執行妨害、職員の権限・影響力の不正な行使禁止
・市職員の採用、異動、昇格等の人事への関与禁止
・市税等の納付を誠実に行うこと
・市職員の勤務中に、物品の販売、集金及び営業の禁止

遵守事項 第 5 条、第 6 条 政治倫理審査会

・議員（2 親等以内の親族等を含む）
 が経営する法人等は、市の物品契約
 において随意契約を行わないこと
・議員（2 親等以内の親族等を含む）
 が経営する法人等は、市との工事契
 約、 業務受託等について辞退するこ
 と（年間売上 50％未満の契約を除く）
・議員は、市の指定管理者である法人
 等の役員であってはならない

 遵守義務違反の疑いがあったときは
　→　審査会による審査を実施
 その結果、違反があると決定した場合は
　（議場における議長の注意、議場における
　 謝罪文の朗読、議員が就任する職の辞任
　 勧告、議員辞職勧告）の措置

第 8 条～第 10 条

審査結果公開  ・審査結果の議決及び公表
 ・市民の請求に応じ、審査
  結果の閲覧第 11 条
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 等の役員であってはならない

 遵守義務違反の疑いがあったときは
　→　審査会による審査を実施
 その結果、 違反があると決定した場合は
　（議場における議長の注意、 議場における
　 謝罪文の朗読、 議員が就任する職の辞任
　 勧告、 議員辞職勧告） の措置

第 8 条～第 10 条

審査結果公開  ・審査結果の議決及び公表
 ・市民の請求に応じ、 審査
  結果の閲覧第 11 条
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一般質問
市議会議員が市政を問う！

 
全
国
の
六
十
五
歳
以
上
認

知
症
高
齢
者
四
百
三
十
九

万
人
の
内
、
お
よ
そ
百
六
十
万

人
は
、
介
護
保
険
制
度
に
よ
ら

ず
、
認
知
症
を
患
い
な
が
ら
生

活
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

  　国
は
、
「
認
知
症
施
策
五
か

年
計
画
」（
オ
レ
ン
ジ
プ
ラ
ン
）

を
見
直
し
、
認
知
症
の
人
が 

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
を
つ

く
る
こ
と
を
世
界
共
通
の
課
題

と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
が
、

市
は
今
後
ど
の
よ
う
に
、
認
知

症
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
く
の

か
伺
う
。

認
知
症
高
齢
者
の
状
態
に

応
じ
た
適
切
な
サ
ー
ビ
ス

提
供
内
容
を
示
し
た
「
認
知
症

ケ
ア
パ
ス
」
を
整
備
、
普
及
す

る
と
と
も
に
、
来
年
度
行
う
機

構
改
革
の
中
で
、
き
め
細
や
か

な
高
齢
者
福
祉
に
対
応
す
る
た

め
、
新
た
に
「
長
寿
介
護
課
」

を
設
置
す
る
予
定
で
あ
る
。

  　ま
た
、
「
地
域
包
括
ケ
ア
シ

ス
テ
ム
」
の
一
環
と
し
て
認
知

症
サ
ポ
ー
ト
医
、
市
保
健
師
等

か
ら
な
る
「
認
知
症
初
期
集
中

支
援
チ
ー
ム
」
を
立
ち
上
げ
、

認
知
症
と
疑
わ
れ
る
人
や
そ
の

家
族
を
必
要
に
応
じ
て
個
別
に

訪
問
し
、
家
族
支
援
等
も
含
め
、

初
期
の
支
援
を
包
括
的
・
集
中

的
に
行
い
、
自
立
生
活
を
サ
ポ

ー
ト
で
き
る
体
制
を
準
備
す
る
。

  　更
に
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業

所
、
地
域
の
支
援
機
関
を
つ
な

ぐ
専
門
職
で
あ
る
「
認
知
症
地

域
支
援
員
」
の
配
置
も
行
い
、

認
知
症
に
な
っ
て
も
地
域
で
と

も
に
生
活
し
や
す
い
環
境
を
つ

く
り
、
高
齢
者
の
方
々
が
安
心

し
て
住
み
続
け
ら
れ
る
地
域
社

会
の
構
築
を
目
指
す
。

障
が
い
を
も
つ
子
ど
も
達
の

保
育
体
制
に
つ
い
て

 

都
留
市
の
次
世
代
育
成
支

援
行
動
計
画
で
は
、
保
育

所
へ
の
障
害
児
保
育
、
延
長
保

育
、
一
時
預
か
り
保
育
な
ど
の

特
別
保
育
事
業
を
重
点
施
策
と

し
て
い
る
が
、
本
市
に
お
け
る

障
害
児
保
育
の
助
成
の
内
容
と

現
状
、
ま
た
、
今
後
の
方
向
性

を
伺
う
。

障
害
児
保
育
の
民
間
保
育

所
に
対
す
る
補
助
金
は
、

特
別
児
童
扶
養
手
当
支
給
対
象

児
童
一
人
あ
た
り
月
額
七
万
四

千
百
四
十
円
を
、
特
別
児
童
扶

養
手
当
支
給
対
象
外
児
童
で
、

障
害
を
有
す
る
児
童
一
人
あ
た

り
月
額
三
万
七
千
円
を
補
助
し

て
い
る
。

  　障
害
児
保
育
の
現
状
に
つ
い

て
は
、
平
成
二
十
五
年
度
は
四

園
に
お
い
て
四
名
の
児
童
を
、

平
成
二
十
六
年
度
は
五
園
に
お

い
て
六
名
の
児
童
を
民
間
保
育

所
に
て
、
保
育
し
て
い
る
。

  　今
後
の
方
向
性
に
つ
い
て

は
、
国
、
県
の
補
助
の
復
活
を

要
望
し
て
い
く
な
か
で
、
引
き

続
き
、
障
害
児
福
祉
の
向
上
を

図
る
た
め
、
本
事
業
を
推
進
し

て
い
く
。  

　

発
達
障
害
の
疑
い
が
あ
り

支
援
が
必
要
と
思
わ
れ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保
護
者
の

理
解
が
得
ら
れ
な
い
た
め
に
、

発
達
相
談
を
受
け
ら
れ
ず
、

事
業
の
対
象
に
な
ら
な
い
よ
う

な
、
い
わ
ゆ
る
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン

の
児
童
に
対
し
、
ど
の
よ
う
に

支
援
し
て
い
る
か
。

 
保
育
所
の
保
育
士
の
皆
さ

ん
か
ら
、
日
頃
の
園
で
の

児
童
の
様
子
を
見
聞
き
し
な
が

ら
同
じ
悩
み
を
持
つ
、
保
護
者

問：認知症対策における組織づく

りについて、市は今後どのように

取り組むのか？

同
士
の
情
報
交
換
会
を
開
催
し

た
り
、
ま
た
、
現
在
も
実
施
し

て
い
る
、
市
の
保
健
師
等
に
よ

る
保
育
所
の
巡
回
子
育
て
相
談

を
今
後
も
引
き
続
き
行
う
な
か

で
、
市
と
保
育
所
が
連
携
し
、

保
護
者
に
対
し
て
助
言
等
を
行

な
い
、
障
害
児
保
育
に
つ
い
て

相
互
の
理
解
を
深
め
、
児
童
の

支
援
に
努
め
て
い
く
。

市
営
住
宅
へ
の
入
居
要
件
の

見
直
し
に
つ
い
て

市
営
住
宅
へ
の
入
居
希
望

者
の
内
、
入
居
要
件
で
あ

る
連
帯
保
証
人
を
得
ら
れ
ず
、

や
む
な
く
市
営
住
宅
へ
の
入
居

を
諦
め
ざ
る
を
得
な
い
市
民
は

ど
の
く
ら
い
い
る
の
か
。

入
居
相
談
者
の
中
で
、
申

し
込
み
に
至
ら
な
か
っ
た

方
の
具
体
的
な
理
由
に
つ
い
て

は
、
収
入
基
準
等
の
入
居
要
件

の
ほ
か
、
連
帯
保
証
人
の
選
定

が
困
難
な
場
合
も
あ
る
と
想
定

さ
れ
る
が
、
相
談
者
に
報
告
を

求
め
て
い
な
い
た
め
、
把
握
し

き
れ
な
い
状
況
で
あ
る
。

小俣　義之　議員
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地
域
振
興
に
繋
げ
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

  　こ
の
よ
う
な
組
織
の
設
立
に

つ
い
て
は
、
地
域
貢
献
、
地
域

振
興
事
業
に
賛
同
す
る
企
業
等

の
意
向
や
、
国
の
太
陽
光
発
電

施
策
の
動
向
を
注
視
す
る
必
要

も
あ
る
が
、
山
梨
県
も
取
り
組

ん
で
い
る
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
地

産
地
消
」
と
呼
応
す
る
中
、
調

査
研
究
し
て
い
き
た
い
。

 

市
の
公
用
車
に
燃
料
電
池

車
を
導
入
し
て
は
い
か
が

か
。

燃
料
電
池
車
は
水
素
を
燃

料
と
し
、
ガ
ソ
リ
ン
車
に

比
べ
Ｃ
Ｏ
２
な
ど
の
有
害
物
質

を
排
出
し
な
い
こ
と
や
、
電
気

自
動
車
に
比
べ
航
続
距
離
が
長

い
な
ど
の
優
れ
た
点
が
あ
げ
ら

れ
る
。

  　し
か
し
、
水
素
の
貯
蔵
や
搬

送
に
高
い
コ
ス
ト
が
か
か
る
こ

と
な
ど
に
よ
り
、
水
素
供
給
ス

タ
ン
ド
な
ど
の
社
会
イ
ン
フ
ラ

整
備
が
進
ん
で
い
な
い
た
め
、

今
後
、
社
会
イ
ン
フ
ラ
整
備
が

進
み
、
利
用
に
係
る
利
便
性
が

向
上
さ
れ
次
第
、
前
向
き
に
検

討
し
て
い
き
た
い
。

 
市
役
所
前
に
太
陽
光
発
電

を
利
用
し
た
水
素
給
素
ス

タ
ン
ド
を
設
置
し
、
市
民
に
使

用
さ
せ
て
普
及
に
努
め
て
は
い

都
留
市
と
市
内
の
企
業
と
の

合
弁
で
の
太
陽
光
発
電
事
業

会
社
の
設
立
に
つ
い
て

 

研
修
先
の
鹿
児
島
県
い
ち

き
串
木
野
市
で
は
、
民
間

企
業
十
三
社
に
市
も
参
加
し
た

合
同
会
社
が
設
立
さ
れ
、
そ
の

出
資
企
業
や
市
の
建
物
の
屋
上

に
太
陽
光
発
電
機
を
設
置
し
た

環
境
政
策
が
行
わ
れ
て
い
る
。

  　本
市
で
も
こ
の
事
業
を
取
り

入
れ
て
は
い
か
が
か
。

平
成
二
十
四
年
度
に
策
定

し
た
「
ス
マ
ー
ト
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
構
想
」
で
は
、
小
水
力

発
電
に
よ
る
売
電
収
益
を
活
用

し
た
地
域
活
性
化
事
業
の
推
進

な
ど
、
都
留
市
な
ら
で
は
の
ス

マ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
実
現

を
目
指
す
こ
と
と
し
、
そ
の
推

進
に
あ
た
っ
て
は
産
学
官
民
が

参
画
し
た
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
型

組
織
に
よ
り
運
営
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。

  　市
内
企
業
及
び
市
民
と
の
合

弁
に
よ
る
太
陽
光
発
電
事
業
会

社
は
、
発
電
手
段
こ
そ
違
え
ど

も
、
こ
の
構
想
で
設
立
を
目
指

し
た
組
織
と
趣
旨
を
同
じ
く
す

る
も
の
で
あ
り
、
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
売
電
収
益
を
活
用

し
て
、
地
域
活
性
化
、
雇
用
創

出
、
交
流
人
口
の
拡
大
な
ど
の

当
該
業
務
委
託
時
点
で
の

計
画
区
域
は
、
約
九
・
七

ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
り
、
平
成
二

十
五
年
三
月
の
事
業
認
可
区
域

は
、
約
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
る
。

  　平
成
十
八
年
、
十
九
年
の
計

画
区
域
と
比
較
し
、
県
道
四
日

市
場
上
野
原
線
及
び
そ
の
隣
接

す
る
区
域
の
一
部
、
及
び
朝
日

川
河
川
沿
い
の
一
部
に
増
減
が

あ
る
が
、
概
ね
同
一
の
区
域
で

あ
る
。

 
現
在
、
都
留
市
に
は
土
地

区
画
整
理
事
業
の
助
成
要

綱
が
あ
る
か
。

現
時
点
に
お
い
て
助
成
要

綱
等
は
な
い
が
、
今
後
は
、

新
た
に
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の

区
画
整
理
事
業
が
実
施
さ
れ
る

可
能
性
も
考
慮
し
、
助
成
要
綱

等
の
制
定
を
検
討
し
、
市
及
び

施
行
者
と
の
役
割
や
費
用
負
担

に
つ
い
て
、
透
明
性
の
確
保
に

努
め
て
い
き
た
い
。

庄司　寛　議員

問：井倉土地区画整理事業について、

平成１８年、１９年に市が実施した測

量業務委託の図面と、現状の組合施工

の図面とは異なるものか？

か
が
か
。

水
素
供
給
ス
タ
ン
ド
の
設

置
に
は
、
水
素
の
商
用
販

売
に
お
け
る
経
済
性
や
安
全
性

の
問
題
、
整
備
に
数
億
円
か
か

る
と
言
わ
れ
る
コ
ス
ト
が
大
き

な
課
題
で
あ
る
。

  　燃
料
電
池
車
は
、
ま
だ
導
入

の
緒
に
就
い
た
段
階
で
あ
り
、

水
素
供
給
ス
タ
ン
ド
の
設
置
に

つ
い
て
も
、
国
の
支
援
体
制
や

実
用
化
に
向
け
た
技
術
向
上
や

コ
ス
ト
面
の
動
向
を
見
据
え
た

う
え
で
、
今
後
検
討
を
進
め
て

い
き
た
い
。

  その
他
質
問
事
項

医
療
費
削
減
の
一
環
と
し
て

　
　
の
減
量
コ
ン
テ
ス
ト

に
つ
い
て

学
園
都
市
の
構
築
に
つ
い
て

【井倉土地区画整理事業予定地】

【公共施設の太陽光発電設備】
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本
市
の
地
域
防
災
計
画
に

お
け
る
障
害
物
除
去
計
画

で
は
、
災
害
時
の
道
路
の
障
害

物
の
除
去
に
つ
い
て
明
記
さ
れ

て
お
り
、
市
は
早
急
に
被
害
状

況
を
把
握
し
、
市
所
管
の
道
路

に
障
害
物
が
堆
積
し
た
場
合

は
、
速
や
か
に
県
に
報
告
す
る

と
と
も
に
、
市
指
定
緊
急
輸
送

道
路
等
の
重
要
な
道
路
か
ら
除

去
す
る
こ
と
、
ま
た
、
国
道
及

び
県
道
に
障
害
物
が
堆
積
し
通

行
不
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
、

こ
の
旨
を
道
路
管
理
者
に
通
報

し
、
こ
れ
ら
の
障
害
物
の
速
や

か
な
除
去
を
要
請
し
、
道
路
機

能
の
早
期
回
復
に
努
め
る
こ
と

と
し
て
い
る
。

  　放
置
車
両
等
の
障
害
物
の

一
時
的
な
集
積
場
所
に
つ
い
て

は
、
交
通
に
支
障
の
な
い
、
ま

た
住
民
の
日
常
生
活
に
支
障
の

な
い
公
有
地
を
選
定
し
て
集
積

す
る
も
の
と
し
、
適
当
な
場
所

が
な
い
場
合
は
、
所
有
者
と
の

問
題
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
十
分

協
議
を
行
い
、
承
諾
を
得
て
私

有
地
を
使
用
す
る
方
法
を
と
る
。

  　今
後
も
災
害
時
に
お
け
る
放

置
車
両
等
の
障
害
物
の
除
去
に

つ
い
て
は
、
改
正
さ
れ
た
災
害

対
策
基
本
法
及
び
地
域
防
災
計

画
に
基
づ
き
、
関
係
機
関
と
連

携
を
図
っ
て
い
く
中
で
、
迅
速

に
対
応
し
て
い
き
た
い
。

　
空
き
家
対
策
に
つ
い
て

空
き
家
問
題
へ
の
対
策
を

盛
り
込
ん
だ
、
「
空
き
家

対
策
推
進
特
別
措
置
法
」
が
成

立
し
た
。
倒
壊
の
恐
れ
の
あ
る

「
特
定
空
き
家
」
を
、
所
有
者

に
対
し
て
撤
去
や
修
繕
を
命
令

す
る
権
限
の
ほ
か
、
所
有
者
が

従
わ
な
い
場
合
は
、
市
町
村
が

強
制
撤
去
で
き
る
行
政
代
執
行

も
認
め
ら
れ
た
が
、
本
市
の
今

後
の
対
応
、
見
解
を
伺
う
。

住
宅
・
土
地
統
計
調
査
に

お
け
る
山
梨
県
の
空
家
率

は
二
十
二
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と

全
国
で
第
一
位
、
本
市
の
空
家

率
は
十
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と

高
い
数
値
で
あ
り
、
空
家
対
策

は
、
市
民
の
皆
様
の
安
全
を
守

る
観
点
等
か
ら
、
本
市
に
と
っ

て
極
め
て
重
要
な
課
題
と
な
っ

て
い
る
。

  　本
年
十
一
月
の
「
空
家
等
対

策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置

法
」
で
は
、
空
家
等
に
つ
い
て
、

情
報
収
集
の
た
め
の
立
入
調
査

や
税
情
報
の
内
部
利
用
を
可
能

と
す
る
と
と
も
に
、
著
し
く
保

安
上
危
険
、
な
い
し
、
衛
生
上

有
害
と
さ
れ
る
特
定
空
家
等
に

つ
い
て
は
、
指
導
・
助
言
・
勧
告
・

命
令
、
さ
ら
に
は
行
政
代
執
行

の
方
法
に
よ
る
強
制
執
行
が
可

能
と
さ
れ
て
い
る
。

  　今
後
、
国
が
策
定
す
る
空
家

等
に
関
す
る
基
本
指
針
に
基
づ

き
、
市
の
責
務
と
し
て
、
空
家

等
対
策
計
画
の
策
定
に
取
り
組

み
、
必
要
な
措
置
を
適
切
に
講

じ
て
い
き
た
い
。

家
屋
解
体
に
よ
る
固
定

資
産
税
の
増
額
に
つ
い
て

は
、
平
成
二
十
七
年
度
の
税
制

改
正
時
に
一
定
期
間
の
優
遇
措

置
が
講
じ
ら
れ
る
と
の
こ
と
で

あ
る
が
、
本
市
の
対
応
、
見
解
は
。

固
定
資
産
税
に
お
い
て
、

住
宅
用
地
の
課
税
標
準
額

を
軽
減
す
る
特
例
措
置
は
、
住

宅
を
取
り
壊
し
更
地
に
す
る
と

問：大規模災害時において、放置車両を

強制撤去できるようにする「改正災害対

策基本法」が成立したが、本市の基本方針、

対応策は？

受
け
ら
れ
な
く
な
る
た
め
、
こ

の
特
例
措
置
は
、
全
国
的
に
空

家
の
ま
ま
放
置
す
る
所
有
者
が

増
加
し
て
い
る
一
因
と
も
考
え

ら
れ
る
。

  　税
制
度
に
つ
い
て
は
、
平

成
二
十
七
年
度
に
向
け
た
地
方

税
制
改
正
作
業
中
で
あ
り
、
税

法
上
、
単
に
税
額
の
減
免
、
減

税
は
で
き
な
い
が
、
「
空
家
等

対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措

置
法
」
の
成
立
を
受
け
、
税
制

上
の
措
置
と
し
て
、
市
が
策
定

す
る
空
家
等
対
策
計
画
に
基
づ

き
、
空
家
等
に
関
す
る
対
策
の

適
切
か
つ
円
滑
な
実
施
に
資
す

る
た
め
、
必
要
な
税
制
上
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る

の
で
、
支
援
策
等
に
つ
い
て
は
、

国
の
指
針
、
ま
た
、
法
改
正
等

に
合
わ
せ
て
対
応
し
て
い
き
た

い
。

山本　美正　議員
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新
地
方
公
会
計
制
度
は
、

事
業
別
、
組
織
別
の
財
政

状
況
や
コ
ス
ト
を
月
ご
と
な
ど

リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
確
認
で
き
る

の
で
、
職
員
の
コ
ス
ト
意
識
の

向
上
や
迅
速
な
業
務
改
善
に
つ

な
が
る
も
の
で
あ
る
。

  　制
度
の
検
討
に
あ
た
っ
て

は
、
ス
ト
ッ
ク
情
報
や
コ
ス
ト

情
報
か
ら
事
業
の
効
率
性
、
有

効
性
を
検
証
し
得
る
財
務
諸
表

と
す
る
べ
き
で
あ
る
。

  　市
民
に
対
す
る
説
明
責
任

や
、
わ
か
り
や
す
い
財
政
の
見

え
る
化
を
目
指
す
た
め
に
も
必

要
な
新
地
方
公
会
計
制
度
の
導

入
に
つ
い
て
本
市
の
取
り
組
み

を
伺
う
。

現
在
、
事
業
別
や
施
設
別

の
分
析
に
必
要
な
固
定
資

産
台
帳
の
整
備
作
業
中
で
あ

り
、
来
年
度
は
台
帳
整
備
の
方

針
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
策
定
し
、

資
産
の
棚
卸
及
び
資
産
評
価
に

つ
い
て
全
庁
的
に
取
り
組
む
予

定
で
あ
る
。

  　今
後
は
、
統
一
的
な
基
準

に
よ
る
財
務
書
類
の
作
成
に
よ

り
、
比
較
可
能
で
、
わ
か
り
や

す
い
財
務
情
報
を
開
示
し
、
市

民
の
皆
様
や
議
会
に
対
し
て
、

よ
り
一
層
の
説
明
責
任
を
果
た

す
と
と
も
に
、
併
せ
て
事
業
や

  　ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
ポ
イ
ン
ト

制
度
に
つ
い
て
は
、
次
期
高
齢

者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保
険

事
業
計
画
に
お
い
て
、
介
護
予

防
事
業
に
関
す
る
取
り
組
み
が

重
視
さ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
ば
か
り
で

は
な
く
、
高
齢
者
自
ら
の
健
康

づ
く
り
を
目
的
と
し
た
活
動
も

ポ
イ
ン
ト
と
し
て
加
算
す
る
な

ど
、
新
た
な
ポ
イ
ン
ト
制
度
も

視
野
に
入
れ
調
査
研
究
し
て
い

く
。

都
留
市
教
育
振
興
基
本
計
画

の
策
定
に
つ
い
て

近
年
の
教
育
を
め
ぐ
る
複

雑
、
困
難
な
諸
問
題
に
対

し
、
い
じ
め
、
不
登
校
な
ど
教

育
に
お
け
る
総
合
的
な
プ
ラ
ン

が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

  　人
格
の
完
成
や
個
人
の
尊
厳

な
ど
、
こ
れ
ま
で
教
育
基
本
法

に
掲
げ
ら
れ
て
き
た
普
遍
的
な

理
念
は
大
切
に
し
つ
つ
、
教
育

の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
達

成
す
べ
き
目
標
を
新
た
に
掲
げ

る
な
ど
、
新
し
い
時
代
に
向
け

た
本
市
の
特
色
あ
る
教
育
振
興

基
本
計
画
の
策
定
に
向
け
て
教

育
長
の
認
識
と
今
後
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
伺
う
。

本
市
に
お
い
て
も
、
新
し

い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
教

育
行
政
の
在
り
方
や
施
策
の
基

本
的
方
向
性
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
必
要
な
こ
と
か
ら
、
教

育
委
員
会
議
に
お
い
て
「
教
育

振
興
基
本
計
画
」
を
策
定
す
る

こ
と
に
決
定
し
た
。

  　策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
本
市

の
教
育
振
興
に
関
す
る
施
策
の

総
合
的
な
方
針
を
定
め
る
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
教
育
、
文
化
・

芸
術
、
ス
ポ
ー
ツ
の
各
分
野
の

代
表
者
か
ら
な
る
策
定
委
員
会

に
諮
問
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

  　基
本
計
画
の
中
で
は
、
市

長
が
掲
げ
る
四
つ
の
コ
ン
セ
プ

ト
、
な
か
で
も
文
化
学
園
都
市

の
創
出
を
目
指
し
、
そ
の
中
核

を
な
す
公
立
大
学
法
人
都
留
文

科
大
学
や
県
立
産
業
技
術
短
期

大
学
校
、
平
成
二
十
八
年
四
月

に
開
設
さ
れ
る
健
康
科
学
大
学

看
護
学
部
と
の
連
携
を
柱
に
、

他
市
に
ま
ね
で
き
な
い
、
本
市

の
独
自
性
を
随
所
に
盛
り
込
ん

だ
内
容
と
し
た
い
と
考
え
て
い

る
。

  　今
後
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
制
度
も
活
用
し
、
広
く
市

民
の
皆
様
か
ら
の
意
見
を
い
た

だ
く
中
で
、
策
定
委
員
会
か
ら

の
答
申
を
受
け
、
年
度
内
に
は

策
定
し
た
い
。

公
共
施
設
等
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を

促
進
し
、
資
産
債
務
改
革
や
予

算
編
成
を
含
む
行
財
政
改
革
に

積
極
的
に
活
用
で
き
る
よ
う
準

備
を
進
め
て
い
く
。

介
護
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・

ポ
イ
ン
ト
制
度
に
つ
い
て

我
が
国
に
お
け
る
高
齢
化

が
急
速
に
進
展
す
る
中
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
さ
せ
、

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構

築
へ
向
け
た
国
・
自
治
体
の
連

携
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。

  　介
護
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・

ポ
イ
ン
ト
制
度
は
、
元
気
な
高

齢
者
が
自
ら
積
極
的
に
地
域
を

支
え
な
が
ら
、
生
き
が
い
を
持

っ
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
、
高

齢
者
同
士
の
連
携
強
化
が
図
ら

れ
る
。

  　介
護
保
険
料
の
軽
減
、
地
域

貢
献
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
参
加
者

自
身
の
介
護
予
防
に
も
役
立
つ

こ
と
が
で
き
る
取
り
組
み
に
つ

い
て
伺
う
。

本
市
で
は
地
域
支
え
あ
い

体
制
づ
く
り
に
お
い
て
、

平
成
二
十
三
年
度
か
ら
有
償
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
制
度
を
先
行
し
て

導
入
し
、
そ
の
育
成
に
努
め
て

き
た
。

問：市民にわかりやすく、財政の見える

化を目指すために必要な「新地方公会計

制度」の導入について本市の取り組みは？

谷垣　喜一　議員
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度
額
等
の
見
直
し
に
つ
い
て
、

今
後
検
討
し
て
い
き
た
い
。

東
電
鍛
冶
屋
坂
水
路
橋
の

調
査
進
行
状
況
に
つ
い
て

調
査
の
進
行
状
況
に
つ
い

て
、
具
体
的
内
容
を
伺
う
。

大
地
震
等
に
お
け
る
東
京

電
力
の
鍛
冶
屋
坂
の
水
路

橋
等
の
安
全
性
の
問
題
に
つ
い

て
、
東
京
電
力
で
は
、
本
年
六

月
か
ら
九
月
に
か
け
て
水
路
橋

周
辺
の
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
を
実

施
し
、
現
在
、
そ
の
調
査
結
果

の
整
理
及
び
分
析
を
し
て
お

り
、
こ
の
調
査
結
果
を
も
と
に
、

今
後
の
水
路
橋
の
耐
震
性
能
の

確
認
を
行
い
、
来
年
二
月
末
ま

で
に
は
市
に
報
告
す
る
と
の
こ

と
で
あ
る
。

  　市
は
、
そ
の
調
査
報
告
に
基

づ
い
て
説
明
会
を
開
催
す
る
な

ど
、
地
域
住
民
の
皆
様
に
周
知

し
て
い
く
。

  その
他
質
問
事
項

　
危
険
ド
ラ
ッ
グ
の

対
応
に
つ
い
て

「
共
助
力
」
を
向
上
さ
せ
る
た

め
の
、
地
域
主
導
で
行
う
防
災

訓
練
を
増
や
し
、
地
域
の
防
災

力
の
向
上
に
努
め
て
い
き
た
い
。

避
難
所
の
運
営
に
関
す
る

取
り
組
み
は
。

本
年
十
月
か
ら
十
一
月
に

か
け
て
、
市
内
全
地
区
で

開
催
し
た
「
防
災
研
修
会
」
に

お
い
て
、
各
自
主
防
災
会
等
の

皆
様
に
対
し
、
避
難
所
運
営
に

関
す
る
説
明
及
び
意
見
交
換
会

を
行
っ
た
。

  　今
後
、
避
難
所
ご
と
に
各
自

主
防
災
会
と
の
協
議
を
重
ね
、

来
年
度
に
は
避
難
所
運
営
組
織

を
発
足
さ
せ
る
と
と
も
に
、
全

避
難
所
で
の
防
災
訓
練
を
地
域

住
民
の
皆
様
と
共
に
実
施
し
て

い
き
た
い
。

除
雪
機
の
助
成
に
つ
い
て

検
討
し
て
い
る
か
。

自
主
防
災
組
織
等
が
行

う
地
域
活
動
に
必
要
な
施

設
、
又
は
設
備
等
の
設
置
に
対

し
て
十
万
円
を
限
度
額
と
し
て

対
象
経
費
の
二
分
の
一
を
補
助

し
て
お
り
、
こ
れ
を
活
用
し
て

い
た
だ
け
る
よ
う
、
自
主
防
災

会
の
代
表
者
会
議
や
広
報
等
に

よ
り
周
知
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

  　個
人
へ
の
助
成
に
つ
い
て

は
、
現
段
階
で
は
予
定
し
て
い

な
い
が
、
補
助
対
象
、
補
助
限

め
て
意
識
改
善
が
図
ら
れ
た
も

の
と
考
え
て
い
る
。

  　特
に
、
学
生
評
価
者
か
ら

の
『
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ご
み

の
出
し
方
を
掲
載
』
・
『
写
真
入

り
で
分
別
方
法
を
分
か
り
や
す

く
』
・
『
学
生
環
境
美
化
協
力
員

の
設
置
』
な
ど
の
建
設
的
意
見

は
、
そ
の
導
入
実
現
に
向
け
て

検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
避
難
所
・
防
災
訓
練

の
件
に
つ
い
て

九
月
以
降
の
防
災
訓
練
の

状
況
は
。

八
月
末
の
総
合
防
災
訓
練

終
了
後
か
ら
現
在
ま
で
、

市
内
全
地
区
で
開
催
し
た
防
災

研
修
会
や
防
災
ふ
れ
あ
い
講
座

に
お
い
て
、
各
自
主
防
災
会
の

皆
様
と
防
災
訓
練
の
一
環
と
し

て
、
防
災
訓
練
の
必
要
性
や
訓

練
内
容
等
を
踏
ま
え
た
意
見
交

換
会
を
実
施
し
て
き
た
。

  　今
後
は
、
市
が
主
体
と
な
り

実
施
す
る
総
合
防
災
訓
練
だ
け

で
は
な
く
、
災
害
時
に
必
要
な

可
燃
ご
み
は
日
曜
日
を
除

き
一
週
間
に
三
回
、
不
燃

ご
み
及
び
粗
大
ご
み
は
一
月
に

平
日
の
み
一
回
、
再
資
源
化
物

は
品
目
ご
と
に
日
曜
日
を
除
き

一
月
に
二
回
、
そ
れ
ぞ
れ
指
定

さ
れ
た
場
所
で
収
集
し
て
い
る
。

  　振
替
休
日
に
つ
い
て
は
、
指

定
収
集
日
が
二
回
連
続
し
て
祝

日
又
は
振
替
休
日
と
な
っ
た
場

合
に
限
り
、
二
回
目
を
収
集
日

と
し
、
年
末
年
始
の
長
期
休
暇

明
け
に
つ
い
て
は
、
一
月
四
日

が
平
日
又
は
土
曜
日
に
限
り
収

集
す
る
。

十
一
月
に
開
催
し
た
「
市

民
に
よ
る
事
業
評
価
・
提

案
会
（
学
生
版
）
」
の
環
境
問

題
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な

内
容
で
あ
っ
た
の
か
。

六
名
の
学
生
評
価
者
か
ら

活
発
に
発
言
が
あ
り
、
有

意
義
な
ア
イ
デ
ィ
ア
も
提
案
さ

れ
、
内
容
の
濃
い
議
論
を
重
ね

る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
の
内

容
等
は
、
十
二
月
広
報
誌
や
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
て
お
知
ら

せ
し
て
い
る
。

  　ま
た
、
当
日
の
議
論
を
踏
ま

え
、
学
生
評
価
者
自
身
も
、『
ご

み
の
適
正
な
分
別
』
・
『
ご
み
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
の
必
要
性
と
利
用

マ
ナ
ー
』
・
『
学
生
と
地
域
住
民

の
協
力
体
制
』
等
に
関
し
、
改

問：ごみの収集について、現状の収

集方法と、振替休日の際の対応は？

小澤　眞　議員
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昨
年
の
教
訓
を
ふ
ま
え
た

大
雪
に
対
応
す
る
体
制
に

つ
い
て
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
少

し
で
も
早
く
動
き
出
せ
る
よ
う

に
す
る
た
め
に
は
、
国
道
、
県

道
、
市
道
の
三
つ
を
同
時
に
並

行
し
て
除
雪
作
業
を
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
見

解
を
伺
う
。

こ
れ
ま
で
、
市
道
等
の
除

雪
は
市
内
の
建
設
事
業
者

に
委
託
し
除
雪
区
域
を
割
り
振

っ
て
い
る
た
め
、
業
者
に
よ
っ

て
は
多
く
の
路
線
を
受
け
持
つ

業
者
も
あ
り
、
本
年
二
月
の
よ

う
な
大
雪
に
見
舞
わ
れ
た
場

合
、
地
域
に
よ
っ
て
は
除
雪
が

遅
れ
市
民
の
生
活
に
多
大
な
影

響
を
及
ぼ
す
こ
と
も
想
定
さ
れ

る
。

  　そ
の
対
応
策
の
一
つ
と
し

て
、
今
年
度
よ
り
、
タ
イ
ヤ
シ

ョ
ベ
ル
機
を
リ
ー
ス
し
、
除
雪

機
を
持
た
な
い
業
者
へ
の
貸
し

出
し
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
除

雪
業
者
の
拡
大
を
図
る
予
定
で

あ
る
。

  　ま
た
、
建
設
事
業
者
に
限

ら
ず
、
除
雪
機
を
有
し
て
い
る

企
業
等
に
も
除
雪
を
依
頼
し
、

こ
の
大
雪
の
経
験
を
教
訓
と
し

て
、
国
・
県
と
連
携
す
る
中
、

除
雪
作
業
の
効
率
化
に
取
り
組

ん
で
い
き
た
い
。

い
て
伺
う
。

家
庭
相
談
員
一
名
、
母
子

自
立
支
援
員
一
名
、
合
計

二
名
の
相
談
員
を
設
置
し
家
庭

相
談
業
務
等
を
行
っ
て
い
る
。

  　こ
こ
三
年
間
の
相
談
内
容

は
、
親
が
子
ど
も
に
食
事
を
満

足
に
与
え
な
い
ネ
グ
レ
ク
ト
、

国
籍
の
異
な
る
家
庭
で
の
し
つ

け
の
違
い
か
ら
不
満
が
あ
っ
た

こ
と
に
よ
る
身
体
的
虐
待
、
子

ど
も
へ
の
暴
言
な
ど
の
心
理
的

虐
待
な
ど
、
主
に
親
を
含
め
た

総
合
的
な
相
談
等
が
あ
り
、
親

の
就
業
終
了
後
の
夜
間
・
休
日

等
に
よ
る
電
話
相
談
や
訪
問
等

の
相
談
も
増
え
て
い
る
。

  　な
お
、
相
談
件
数
は
年
々
増

加
し
、
相
談
内
容
も
複
雑
多
様

化
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、

相
談
員
に
係
る
負
担
は
益
々
増

大
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

  　今
後
に
つ
い
て
は
、
来
年
度

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留
内
に
新

た
に
「
健
康
子
育
て
課
」
を
設

置
し
、
二
課
か
ら
三
課
体
制
と

す
る
再
編
・
整
備
を
行
う
こ
と

で
、
本
事
業
を
は
じ
め
、
子
育

て
支
援
施
策
の
推
進
強
化
を
図

っ
て
い
き
た
い
。

　
除
雪
作
業
の
効
率
化に

つ
い
て

と
か
ら
学
校
施
設
の
非
構
造
部

材
の
耐
震
化
を
計
画
的
に
進
め

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

  　今
後
は
、
エ
ア
コ
ン
設
置
に

向
け
た
調
査
・
研
究
を
進
め
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
の
で

ご
理
解
願
い
た
い
。

　
子
育
て
支
援
に
つ
い
て

全
国
的
に
も
精
神
的
疾
患

に
よ
り
育
児
が
で
き
な
い

親
や
虐
待
な
ど
が
増
加
す
る
な

ど
、
子
育
て
家
庭
が
非
常
に
大

変
な
状
況
で
あ
る
と
の
こ
と
。

  　ま
た
、
都
留
市
に
お
い
て
も

状
況
は
厳
し
く
、
子
育
て
が
大

変
な
家
庭
も
あ
り
、
支
援
や
指

導
に
関
わ
る
人
的
配
置
の
充
実

が
望
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

都
留
市
に
お
け
る
子
育
て
家
庭

の
実
態
と
、
十
八
歳
未
満
の
子

供
を
持
つ
家
庭
の
困
っ
て
い
る

親
子
の
様
々
な
相
談
に
応
じ
て

い
る
福
祉
課
の
家
庭
相
談
に
つ

問：市内小中学校の普通教室へのエアコ

ン設置について、来年度には予算化を。

市
内
小
中
学
校
普
通
教
室

へ
の
エ
ア
コ
ン
設
置
に
関

す
る
請
願
が
九
月
議
会
に
お
い

て
採
択
さ
れ
た
。

  　子
ど
も
た
ち
が
、
暑
さ
の
た

め
に
学
習
に
集
中
で
き
な
い
状

況
を
放
置
す
る
こ
と
は
、
学
校

教
育
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
だ
と
思
う
。

  　文
部
科
学
省
の
発
表
で
は
、

冷
房
設
備
の
設
置
率
が
山
梨
県

で
も
三
十
八
・
九
％
と
な
っ
て

い
る
。

  　交
付
金
は
工
事
費
の
三
分
の

一
と
な
っ
て
お
り
、
来
年
度
の

予
算
化
を
お
願
い
す
る
。

教
育
委
員
会
で
は
、
限
ら

れ
た
教
育
予
算
の
中
で
、

維
持
・
管
理
・
改
修
す
べ
き
様
々

な
施
設
を
計
画
に
沿
っ
て
、
市

と
の
協
議
の
中
で
予
算
化
を
行

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

  　平
成
二
十
四
年
度
に
実
施

し
た
普
通
教
室
へ
の
扇
風
機

増
設
の
効
果
が
期
待
以
下
で
あ

っ
た
こ
と
、
全
国
の
普
通
教
室

へ
の
エ
ア
コ
ン
設
置
率
が
増
加

傾
向
に
あ
る
こ
と
な
ど
を
踏
ま

え
て
、
普
通
教
室
へ
の
エ
ア
コ

ン
設
置
に
つ
い
て
は
、
そ
の
重

要
性
を
十
分
に
認
識
し
て
い
る

が
、
現
在
、
重
点
施
策
と
し
て

児
童
・
生
徒
の
災
害
時
の
安
全

対
策
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
こ

板倉　保秋　議員
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共
施
設
等
の
全
体
を
把
握
す
る

た
め
の
「
公
共
施
設
白
書
」

に
つ
い
て
、
鋭
意
策
定
に
向
け

取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
現
在
の
進
捗
状
況
は
、

公
共
施
設
等
の
そ
れ
ぞ
れ
の
構

造
、
建
築
年
、
建
築
費
、
ラ
ン

ニ
ン
グ
コ
ス
ト
や
利
用
状
況
等

の
調
査
を
完
了
し
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

  　今
後
の
予
定
と
し
て
は
、
本

年
度
中
に
「
公
共
施
設
白
書
」

を
策
定
し
、
来
年
度
に
お
い
て

「
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
」

を
策
定
し
た
い
。

  　庁
舎
の
改
築
に
つ
い
て
は
、

公
共
施
設
白
書
及
び
公
共
施
設

等
総
合
管
理
計
画
の
策
定
段
階

に
お
い
て
、
既
存
市
内
公
共
施

設
の
事
務
転
用
の
可
能
性
を
検

証
す
る
な
か
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

を
備
え
た
水
道
庁
舎
と
の
合
築

に
よ
る
増
築
も
選
択
肢
の
ひ
と

つ
と
し
て
、
転
用
に
よ
る
改
修

費
用
や
機
能
的
課
題
、
増
築
に

係
る
費
用
な
ど
多
方
面
か
ら
総

合
的
に
検
討
し
、
判
断
し
て
い

き
た
い
。

  その
他
質
問
事
項

　
井
倉
第
二
土
地
区
画
整
理

事
業
に
つ
い
て

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル

（
地
域
と
と
も
に
あ
る
学
校
づ

く
り
）
」
を
取
り
入
れ
る
こ
と

が
で
き
る
可
能
性
も
高
い
も
の

で
あ
る
。

  　本
年
度
附
属
小
学
校
へ
の
指

定
を
目
指
し
申
請
中
で
あ
る
教

育
課
程
特
例
校
（
英
語
特
区
）

で
の
取
り
組
み
を
検
証
す
る
な

か
、
本
市
が
進
め
る
政
策
と
の

連
携
を
十
分
に
図
る
な
か
で
旭

小
学
校
に
お
け
る
可
能
性
に
つ

い
て
も
探
っ
て
い
き
た
い
。

　
公
共
施
設
等
総
合
管
理

計
画
の
策
定
に
つ
い
て

前
市
長
が
計
画
し
た
市
役

所
庁
舎
の
耐
震
化
に
伴
う

水
道
庁
舎
の
合
築
と
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
の
設
置
は
、
職
員
の
働
き

や
す
さ
だ
け
で
な
く
、
市
民
の

利
便
性
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を

含
む
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
を
先

延
ば
し
に
す
る
こ
と
の
理
由
づ

け
に
国
が
求
め
る｢

公
共
施
設

等
総
合
管
理
計
画｣

が
持
ち
出

さ
れ
た
。

  　改
め
て
、
庁
舎
の
改
築
事
業

の
行
方
と
管
理
計
画
策
定
の
進

捗
状
況
を
問
う
。

公
共
施
設
等
総
合
管
理
計

画
策
定
の
前
提
と
な
る
公

と
教
育
充
実
」
、
「
雇
用
創
出
・

産
業
活
性
化
・
起
業
就
業
支

援
」
、
「
地
域
の
魅
力
創
出
・
発

見
・
再
評
価
」
、
「
介
護
・
医
療

の
強
化
と
健
康
寿
命
の
延
伸
」
、

そ
し
て
「
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

や
地
域
間
交
流
の
強
化
」
と
い

う
五
つ
の
基
本
的
視
点
か
ら
、

現
在
推
進
し
て
い
る
「
シ
ル
バ

ー
産
業
の
推
進
」
、
「
農
林
産
物

直
売
所
の
建
設
」
、
「
看
護
系
大

学
誘
致
事
業
」
、
「
介
護
予
防
施

設
「
居
場
所
」
の
整
備
」
な
ど

の
具
体
的
な
施
策
を
「
ま
ち
・

ひ
と
・
し
ご
と
創
生
」
事
業
と

し
て
抽
出
し
、
重
点
的
に
進
め

る
べ
き
事
業
と
し
て
位
置
づ
け

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

  　今
後
、
国
の
動
向
を
注
視
す

る
中
、
現
在
策
定
中
の
第
六
次

長
期
総
合
計
画
の
策
定
と
合
わ

せ
て
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推

進
し
て
い
く
。

旭
小
と
文
大
付
属
小
の
児

童
の
減
少
問
題
に
つ
い
て

の
今
後
の
対
応
、
対
策
は
。

両
校
は
、
小
規
模
校
な
ら

で
は
の
地
域
密
着
度
が
高

い
特
性
を
活
か
し
、
学
校
と
保

護
者
・
地
域
住
民
が
知
恵
を
出

し
合
い
、
行
動
し
、
協
働
し
な

が
ら
子
ど
も
た
ち
の
豊
か
な
成

長
を
支
え
て
い
く
、
新
し
い
学

校
の
管
理
運
営
方
式
で
あ
る

問：国は、｢ 集約化 ｣ による地方切り捨

て政治を進めるのではなく、地方に対し

て地域活性化策を支援するべきであるが、

市長の認識は。

国
が
や
る
べ
き
こ
と
は
、

｢

集
約
化｣

に
よ
る
地
方

切
り
捨
て
政
治
を
進
め
る
の
で

な
く
、
地
方
が
現
に
取
り
組
ん

で
い
る
観
光
開
発
や
地
域
お
こ

し
策
、
雇
用
創
出
や
住
宅
リ
フ

ォ
ー
ム
助
成
へ
の
支
援
、
Ｉ
タ

ー
ン
、
Ｕ
タ
ー
ン
な
ど
定
住
促

進
事
業
、
農
林
漁
業
や
六
次
産

業
化
へ
の
助
成
や
支
援
、
自
然
・

再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
研
究
・
活

用
な
ど
の
地
域
活
性
化
策
を
支

援
す
る
こ
と
だ
。
市
長
の
認
識

を
問
う
。

政
府
は
「
人
口
減
少
克
服
・

地
方
創
生
」
と
い
う
構
造

的
な
課
題
に
正
面
か
ら
一
体
と

な
っ
て
取
り
組
む
た
め
、
「
ま

ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
本
部
」

を
発
足
さ
せ
、
地
域
振
興
策
、

雇
用
創
出
、
地
方
へ
の
移
住
定

住
促
進
、
地
域
を
支
え
る
産
業

や
観
光
の
振
興
な
ど
、
地
域
が

主
体
的
に
取
り
組
む
地
域
活
性

化
策
に
対
し
て
、
支
援
策
を
講

じ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

  　本
市
に
お
い
て
も
、
国
の
支

援
策
を
積
極
的
に
活
用
す
る
た

め
、
全
庁
的
な
組
織
で
あ
る
「
都

留
市
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創

生
本
部
」
を
立
ち
上
げ
、
今
後

持
続
的
な
地
域
経
営
を
実
現
さ

せ
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る

「
少
子
化
対
策
、
子
育
て
支
援

小林　義孝　議員
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【総務常任委員会】
　委員長　庄司　寛   

　本委員会は、付託された議案、議第 56 号から議第 58 号、議第 61
号、議第 62 号、議第 67 号、議第 68 号の一部及び議第 70 号 について、
12 月 15 日に委員会を開き、説明員の出席を求めて審査を行いました。
　審査の過程では、「消防職員定数増員における、増員分の職員の任
用形態等について」、「機構改革に伴う、地域の振興に係わる各課、担
当における事務分掌の住み分けといきいきプラザ都留内のレイアウト
変更等について」、「都留文科大学の学部増設と ( 仮称 ) 国際交流会館
の内容等について」その他質疑が行われました。
　審査の結果は、いずれの議案も原案のとおり可決すべきものと決し
ました。

１ ２ 月 定 例 会 各 委 員 会 の 審 査 内 容 と 結 果

【社会常任委員会】
　委員長　鈴木 孝昌

　本委員会は、付託された議案、議第 59 号、議第 60 号、議第 63 号、
議第 64 号、議第 68 号の一部及び議第 69 号について、12 月 15 日
に委員会を開き、説明員の出席を求めて 審査を行いました。
　審査の過程では、「認定こども園への国・県補助金の予算配分につ
いて」、「都留楽友協会職員と教育委員会の関わり等について」その他  
質疑が行われました。
  審査の結果は、いずれの議案も原案のとおり可決すべきものと決し
ました。

【経済建設常任委員会】
委員長　国田 正己   

　本委員会は、付託された議案、議第 66 号及び議第 68 号の一部に
ついて、12 月 16 日に委員会を開き、説明員の出席を求めて審査を行
いました。
　審査の結果は、いずれの議案も原案のとおり可決すべきものと決し
ました。

議員定数１８から１６へ

　平成 25年 12 月定例会における「都

留市議会議員定数条例」の改正によ

り、本年 4月に実施される市議会議

員選挙から議員定数が 18 人から 16

人へと変更されます。
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【総務・社会・経済建設常任委員会】

～３常任委員会合同視察研修記～

　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ i n 　鹿児島県内 3 自治体）

　 　 　 　 　 　 １１月１０日 ( 月 ) ～１２日 ( 水 )

 　　
　　「火山噴火及び降灰対策」
 　　　　　　　　　　　　　　　〈鹿児島市 （人口 606 , 6 24 人）〉

　＊視察目的：近年富士山噴火が想定され、防災対策の必要性が叫ばれている。
　　　　　　　現在進行形の火山噴火の現状と課題及び、都留市への影響が予想
　　　　　　　される降灰対策を視察研修。

　　桜島は 100 年～ 200 年に一度の大噴火、30 年に一度の活動の活発化が見られる。
　H22 年～ 25 年まで平均 800 回以上の火山活動が観察され、年間を通じて降灰対策を実施し
　ている。
　　訪問 3 日前に降灰があり、道路・河川等の至る所に降灰が見られた。灰の形状は上新粉に
　近い。

　　＝噴火による影響＝
　＊降灰：農業被害。降灰による視野の悪化。
  　・乾燥すると舞い上がる。雨天は滑りやすくなる。
  　・比重が 2.2 であるため下水道等が詰まることなく流れる。               
  　・灰の吸引による健康被害は出ていない。
　＊噴石（岩石破片・軽石）：家屋・人身に被害が出る。
　＊火砕流・溶岩流：森林・河川に大被害を及ぼす。
　　（H25 年は土石流が 34 回発生。） 

　　＝降灰対策＝

　　　＝考察＝

　　鹿児島市は、避けることの出来ない火山噴火によ
　る自然災害を長年体験しており、様々な角度からき
　め細かい災害対策となっている。
　　今後予想される富士山噴火によるあらゆる災害を
　想定し、国・県・周辺自治体との連携を視野に入れた、
　都留市なりの災害対策と住民の意識改革が必要であ
　る。

　　　＝災害対策＝

＊ハザードマップ：きめ細かいシミュレーションに
　よる噴火の事前兆候・火山災害現象・避難勧告報
　伝達等を提示。避難壕・避難舎を数ヶ所に設置。
＊噴火観測体制の充実：噴火予知確率 90％以上。
＊年間除去費用：11 億円（国補助金 1/ ２）

　【道路】
ロードスイーパー
　　　による除去作業

　【住宅地】
市民から出された
　　　克灰袋の収集

　【学校】
グランドスイーパー
　　　による除去
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　「自然エネルギーによる
　　　　環境維新のまちづくり」

 　　　　　　　　　　　　　　　　　
〈いちき串木野市 （人口 29 , 833 人）〉

　＊視察目的：行政・企業・市民・金融機関の協働事業による持続可能な地方都市
　　　　　　　を目指した再生可能エネルギーによるまちづくり事業の現状を視察。

　　H ２４年に市と地元中小企業等１４団体が出資して、再生可能エネルギー導入による地域
　活性化を目指し ｢ 環境維新のまちづくり」を行う「合同会社　薩摩自然エネルギー」を設立。
　　太陽光発電３０００ｋｗ（３メガ・一般家庭 750 軒分）の発電パネルを企業の屋根に設置
　（屋根貸し）。終了後は各企業に所有権を移転し企業の収益となる。「再生エネルギー全
　量固定価格買い取り制度」を利用。

　　

　総事業費：９億７千万円 

　　（合同会社投資資金は約１２年で回収予定）

 　〈事業資金源〉

　　①企業（社員）出資：１億３千万円（地元企業・市）

　　②市民ファンド：３千８百７十万円

　　　（一口 30 万円　年間利回り２％又は２％相当の地元特産品）

　　③金融機関：８億４百万円

　　　（鹿児島信金・鹿児島銀行オブザーバーで参加）

　　　＝考察＝

　　「あとからくるもののために」を理念とした、企業・私学
　・市・市民による長期展望のまちづくりを推進し、再生エ
　ネルギー事業を「まちづくり事業」と位置づけ、まちの活
　性化につなげている。
　　工業団地に誘致した企業との連携・市民ファンドの特色
　ある分配形式、金融機関もプロジェクトメンバーに組み込
　み、きめ細かい「事業目的と事業計画」によるすばらしい
　事業で大変参考になった。

 

◎ 

い
ち
き
串
木
野
市
の
官
民
に

　
　
よ
る
太
陽
光
発
電
な
ど
の
環

　
　
境
施
策
は
、
都
留
市
で
も
実

　
　
施
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

 

◎ 

市
の
公
用
車
に
燃
料
電
池
車

　
　
を
導
入
す
る
こ
と
も
環
境
施

　
　
策
の
啓
発
に
つ
な
が
る
と
感

　
　
じ
た
。
ま
た
、
市
役
所
庁
舎

　
　
内
へ
の
水
素
供
給
ス
タ
ン
ド

　
　
の
設
置
も
効
果
的
で
は
な
い

　
　
か
。

 

◎ 

鹿
児
島
市
の
降
灰
は
、
非
常

　
　
に
微
粒
な
灰
で
、
排
水
に
は

　
　
支
障
が
出
ず
、
市
指
定
の
回

　
　
収
袋
で
、
ま
る
で
ゴ
ミ
を
出

　
　
す
感
覚
で
処
理
し
て
い
る
こ

　
　
と
に
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

 

◎ 

今
回
の
研
修
を
糧
に
、
す
わ

　
　
降
灰
の
際
に
は
す
ぐ
に
対
応

　
　
で
き
る
よ
う
に
、
防
災
計
画

　
　
や
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
等
を
改

　
　
め
て
検
討
し
た
い
。

 

◎ 

枕
崎
市
の
ダ
イ
エ
ッ
ト
コ
ン

　
　
テ
ス
ト
を
本
市
で
も
実
施
し
、

　
　
商
工
会
の
商
品
券
を
景
品
に

　
　
す
る
と
よ
い
と
思
う
。

 

視
察
研
修
感
想

　【企業の屋根に設置された
　　　　　　　　太陽光発電設備】



H27.2.1 No.174(16)

 　　　「健康づくり推進事業」について
 　　　　　　　〈枕崎市 （人口 23 , 047 人）〉

 　＊視察目的：高齢化・生活習慣病に伴う医療費増加の抑制対策事業を視察。

 （１）「高齢者元気度アップ・ポイント事業」
　　・鹿児島県が実施している「高齢者元気度アップ地域活性化事業」を活用。

　　・65 歳以上の高齢者の健康づくり・生きがいづくり支援の事業。

　　　市の指定する活動に参加してポイントを貯めると、商工会発行の商品券

　　　(5000 円分）がもらえる。（1 ポイント＝ 100 円）

　　・商品券を地元で使うことで地域活性化につなげる。

 （２）「本気三人衆のダイエット・コンテスト」

　・脳卒中高死亡率への対策モデル自治体の指定となる。

　　健康問題が少ない若い世代の市職員が「３人一組で

　　メタボ予防に取り組む」事を発想。

　　健康推進を図る庁舎内での画期的取り組み。

　　目標達成グループに県の健康推進事業の補助金を

　　活用して報償金を授与。

　

　　　＝考察＝

 ①　ポイント制度の参加者アンケートから「社会参加の
　 きっかけになった」「病院に行く事が少なくなった」
 　等の声があり、成果が出ている。高齢化による医療費
　 増加・生活習慣による医療費増加に対策例として大変
 　参考になった。
　 　なお、富士吉田市では、既に実施している。
 ②　一人では継続できづらい健康管理を３人のチームで
　 目標に向けて努力することで、おたがいに志気を継続
 　し目的を達することが出来る。達成チームには報償が
　 送られ、これも励みとなり効果を上げている。

　＝指定活動＝（全 57 項目）

 ＊地域貢献活動（交通安全指導、安全パトロール等）
 ＊健康診査や健康教室（特定健診、介護予防・認知症
　 予防教室等）
 ＊介護施設等ボランティア（施設行事の参加支援、
　 食事の配膳等）

　【ダイエットコンテストの
　　　　　　　　参加者募集ＰＲ】
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～市議会を傍聴して～

 （宝地区在住／Ｙさん／男）

 　一般質問では、職員の答弁の声

 が小さくて聞き取りづらかったで 

 す。

　職員は、もっと大きな声でハッキ

 リと答弁して欲しいと思います。

 （禾生地区在住／Ｉさん／男）

 　一般質問を傍聴しましたが、太陽

 光発電の普及について質問されてい

 ました。

　私も賛成であり、都留市でも、こ

 れから太陽光発電が広く普及されて

 いくよう、応援したいです。

 

　
十
二
月
四
日
の
本
会
議
で
、
教
育
委
員
会
委
員
の
任

命
に
つ
い
て
議
案
が
上
程
さ
れ
満
場
一
致
で
同
意
さ
れ

ま
し
た
。

 

教
育
委
員
会
委
員

　
　
　
　
○
十
日
市
場 

　

赤

澤

敬

子

　
十
二
月
十
九
日
の
本
会
議
で
、
人
権
擁
護
委
員
の
推

薦
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る
件
の
諮
問
が
上
程
さ
れ
、

満
場
一
致
で
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

 

人
権
擁
護
委
員

　
　
　
　
○
中
　
　
央 

　

餌

取

一

成

　
　
　
　
○
与
　
　
縄 

　

谷

内

正

章

　
　
　
　
○
戸
　
　
沢 

　

志

村

絹

子

人 

事 

案 

件

　
次
回
定
例
会
及
び
請
願
提
出
に
つ
い
て

   
 

　
　
　
　
三
月
定
例
会
開
催
予
定
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
月
二
十
六
日
（
木
）

   

　
　
　
請
願
提
出
締
切
予
定
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
月
二
十
三
日
（
月
）
　

小
林
　
義
孝

－ 

－ 

－

１ 

－ 

上
杉
　
　
実

－

－

１

１

－ 

小
林
　
歳
男

－

－

－

－ 

－

小
俣
　
　
武

－ 

－ 

－

－ 

１

小
俣
　
義
之

－ 

－ 

１

－ 

１

藤
江
　
厚
夫

－ 

－ 

１

－ 

－ 

国
田
　
正
己

－ 

－ 

－

－ 

－ 

武
藤
　
朝
雄

－ 

－ 

１

１ 

－ 

杉
本
　
光
男

－ 

－ 

－

－ 

－ 

谷
垣
　
喜
一

－ 

－ 

２

－ 

１

清
水
　
絹
代

－ 

－ 

－

－

－ 

庄
司
　
　
寛

－ 

－ 

－

１

－ 

鈴
木
　
孝
昌

－ 

－ 

－

－ 

－ 

藤
本
　
明
久

－ 

－ 

－

－ 

－ 

藤
江
喜
美
子

－ 

－ 

－

－ 

－ 

板
倉
　
保
秋

－

－ 

－

－ 

－ 

小
澤
　
　
眞

－ 

－ 

－

１ 

－ 

山
本
　
美
正

－ 

－ 

－

－ 

－ 

本　会　議

常任委員会

特別委員会

全員協議会

議 員 研 修

　
各
会
議
等
に
お
け
る
議
員
の

欠
席
日
数
状
況
報
告
　

【平成 26 年 10 月 1 日～平成 26 年 12 月 31 日】
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議

会

日

誌

議

会

日

誌

議
会
だ
よ
り編

集
委
員
会

 

　
委
員
長
　
小
俣
　
義
之 

 

　
委
　
員
　
国
田
　
正
己

 

　
委
　
員
　
杉
本
　
光
男

 

　
委
　
員
　
清
水
　
絹
代

 

　
委
　
員
　
庄
司
　
　
寛

 

　
委
　
員
　
鈴
木
　
孝
昌

編 

集 

後 

記

　　
厳
し
い
冬
の
寒
さ
が
続
く
毎
日

で
は
あ
り
ま
す
が
、
少
し
ず
つ
日

が
伸
び
て
、
春
を
予
感
さ
せ
る
季

節
と
な
り
ま
し
た
。

　
市
議
会
に
お
い
て
も
、
今
春
に

は
改
選
期
を
控
え
て
お
り
ま
す

が
、
今
期
四
年
間
の
総
決
算
を
迎

え
る
時
期
で
も
あ
り
、
こ
れ
ま
で

に
も
増
し
て
懸
命
に
議
会
活
動
に

取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　
さ
て
、
今
十
二
月
定
例
会
に
お

い
て
は
、
議
員
提
出
に
よ
る
「
市

議
会
議
員
政
治
倫
理
条
例
」
が
可

決
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
条
例
で
は
、

議
員
の
責
務
、
政
治
倫
理
基
準
、

議
員
の
遵
守
事
項
な
ど
、
議
員
に

課
せ
ら
れ
る
べ
き
事
項
が
具
体
的

に
定
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

十
月

5
日(

日) 

第
17
回
都
留
い
き
い
き
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

２
０
１
４
式
典
並
び
に
講
演
会

10
日(

金) 

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

14
日(

火) 

議
会
改
革
特
別
委
員
会

15
日(

水) 

全
員
協
議
会

18
日(

土) 

第
43
回
板
橋
区
民
ま
つ
り
式
典

19
日(

日) 

第
39
回
都
留
市
消
防
団
員
総
合
訓
練
大
会

20
日(

月) 

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

23
日(

木) 

第
252
回
山
梨
県
市
議
会
議
長
会
定
期
総
会

 

第
６
回
都
留
工
業
交
流
展
２
０
１
４
開
会
式

26
日(

日) 

ひ
ま
わ
り
幼
稚
園
創
立
50
周
年
記
念

式
典
及
び
祝
賀
会

十
一
月

3
日(

月) 

都
留
市
文
化
祭
式
典
並
び
に
表
彰
式

4
日(

火) 

都
留
道
志
線
道
坂
ト
ン
ネ
ル
建
設

期
成
同
盟
会
設
立
総
会

5
日(

水) 

議
会
改
革
特
別
委
員
会

7
日(

金) 

山
梨
県
体
育
功
労
者
賞
受
賞
祝
賀
会

9
日(

日) 

宝
少
年
野
球
部
50
周
年
記
念
式
典

10
日(

月)

～
12
日(

水)

 

都
留
市
議
会
３
常
任
委
員
会合

同
行
政
視
察
研
修

13
日(

木) 

都
留
市
青
少
年
健
全
育
成
推
進
大
会

16
日(

日) 

宝
少
年
野
球
部
50
周
年
記
念
大
会

20
日(

木) 

都
留
市
戦
没
者
慰
霊
祭

21
日(

金) 

議
会
改
革
特
別
委
員
会

 

宮
城
県
石
巻
市
議
会
会
派
行
政
視
察

25
日(

火) 

山
梨
県
東
部
広
域
連
合
議
会11

月
定
例
会

26
日(

水) 

大
月
都
留
広
域
事
務
組
合
議
会

11
月
定
例
会

27
日(

木) 

全
員
協
議
会

29
日(

土) 

文
化
功
労
者
賞
・
文
化
祭
賞

受
賞
者
祝
賀
会

十
二
月

1
日(

月) 

議
会
運
営
委
員
会

 

全
員
協
議
会

 

議
会
改
革
特
別
委
員
会

4
日(
木) 

12
月
定
例
会
（
開
会
）

11
日(
木) 

12
月
定
例
会
（
一
般
質
問
）

12
日(

金) 
第
33
回
都
留
市
社
会
福
祉
大
会

15
日(

月) 
総
務
常
任
委
員
会

 

社
会
常
任
委
員
会

16
日(

火) 

経
済
建
設
常
任
委
員
会

 

議
会
改
革
特
別
委
員
会

19
日(

金) 

議
会
運
営
委
員
会

 

全
員
協
議
会

 

12
月
定
例
会
（
閉
会
）

26
日(

金) 

都
留
市
役
所
仕
事
納
め
式

こ
の
条
例
制
定
を
機
に
、
私
た
ち

議
員
も
市
民
全
体
の
厳
粛
な
信
託

を
受
け
た
代
表
者
で
あ
る
こ
と
を

改
め
て
自
覚
し
、
人
格
と
倫
理
の

向
上
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
と
思

い
ま
す
。

　
ま
た
、
四
月
の
改
選
期
か
ら
は

議
員
定
数
が
二
名
減
少
し
、
十
六

人
へ
と
変
更
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
か

ら
も
、
よ
り
効
率
的
で
効
果
的
な

市
議
会
運
営
に
努
め
る
と
と
も

に
、
開
か
れ
た
議
会
を
目
指
し
て

い
く
所
存
で
す
の
で
、
皆
様
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

編
集
委
員
　
鈴
木
　
孝
昌


